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野洲市災害時要援護者

登録制度の取り組み

野洲市野洲市野洲市野洲市 健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部 社会福祉課社会福祉課社会福祉課社会福祉課

事業通番29 災害時要援護者の把握と対象者情報の共有化
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●民生委員児童委員協議会からの要望

野洲市の取り組みまでの経緯①

「災害時一人も見逃さない運動」を進めたい。
そのためには、日頃から要援護者情報の共有化が必要であ
り、市から民生委員児童委員へ要援者情報を提供されること
を市へ要望。 （平成24年1月10日）

○市の方針決定

一人でも多くの要援護者の避難支援計画を策定することで､
災害時における自助･共助の仕組みつくりを進めることを目的
に、行政が持つ要援護者情報を民生委員児童委員に提供す
る方法で、災害時要援護者登録制度に取り組む方針とした。
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① 個人情報保護審査会へ付託 （平成24年1月19日）

「災害時要援護者避難支援に係る要援護者情報の
収集・提供」について、審査会へ付託する。

野洲市の取り組みまでの経緯②

次次次次のののの意見意見意見意見をををを受受受受けるけるけるける

Ⅰ情報提供は、個別計画の策定を目的とする場合のみ。

Ⅱ情報漏えい防止等の措置を講じること。

② 「野洲市災害時要援護者避難支援計画」策定
（平成24年3月）

③ 「野洲市災害時要援護者登録制度実施要綱」
施行 （平成24年6月1日）
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災害時要援護者登録制度の概要

支援を希望
する人

台帳登載者

地域野洲市

避難

支援者

自 治
会 長

民 生
委 員

①民生委員へ情
報提供する。

②訪問
対象者への登録登録登録登録支援

③登録申請書を
提出

④民生委員・自治会
長へ情報提供する。

⑤訪問
個別計画書作成個別計画書作成個別計画書作成個別計画書作成支援

⑥個別計画書を
提出

個別計画書個別計画書個別計画書個別計画書のののの情報情報情報情報をををを共有共有共有共有しししし、、、、
日頃日頃日頃日頃のののの見守見守見守見守りりりり活動活動活動活動とともにとともにとともにとともに、、、、要要要要
援護者援護者援護者援護者のののの避難避難避難避難をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。
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災害時に、避難情報の入手、避難の判断又は避
難行動を自ら行うことが困難で、家族以外の第三
者の支援がなければ避難できない者。

災害時要援護者とは！

【災害時要援護者台帳の対象】
①75歳以上の高齢者世帯
②要介護認定者
③身体障がい者（身体障がい者手帳 1・２級）

④知的障がい者（療育手帳 Ａ１・Ａ２）

⑤精神障がい者（精神障害者福祉手帳 １・２級）
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●災害時要援護者台帳人数 ・・・ ７，０３３人

＜ 野洲市人口：５０，８７０人 ／ １３．８％ ＞

野洲市の災害時要援護者の状況
（平成25年3月1日現在）

【登録状況】 （平成26年4月1日現在）

取り組み自治会 ・・・ ５自治会

台帳提供人数 ・・・ ６５３人

登録人数 ・・・ １０５人

（ 内訳 ） ※延べ人数

① 高齢者世帯 ・・・ ８６人 ／ ②要介護認定者 ・・・ ３８人

③身体障がい者・・・ ２０人 ／ ④知的障がい者 ・・・ ０人

⑤精神障がい者・・・ ３人
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災害時避難支援
個別計画
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制度における役割分担！

● 民生委員児童委員
▽要援護者登録への申請支援､個別計画の作成支援（自治会長と連携）

⇒避難支援を望む要援護者を地域で支えるためのキーパーソンキーパーソンキーパーソンキーパーソンです。

● 自治会長
▽個別計画の作成支援 （民生委員児童委員と連携）

● 避難支援者
▽災害時における、要援護者の避難支援
⇒避難支援者自身や、その家族の安全確保を優先します。
地域の支援を求めてください。

● 市
▽要援護者台帳･要援護者登録名簿の整備

▽要援護者登録制度の推進
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情報は一度流出してしまうと取り戻すことが困難です。
適切に管理し、情報保護に努める必要があります。

情報の提供先には、個人情報保護に関する
【誓約書】の提出を求めています。

情報の提供先には、個人情報保護に関する
【誓約書】の提出を求めています。

個人情報保護と情報共有

● 個人情報保護

● 情報共有

「「「「どなたがどなたがどなたがどなたが支援支援支援支援をををを求求求求めめめめ、、、、どんなどんなどんなどんな支援支援支援支援がががが必要必要必要必要かかかか。」。」。」。」
個人情報を守りながら活用し、安心な地域を築くこと
が何より大切です。
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日頃から何をすればいい？！
‘地域力 地域での支え合い’

● 地域力の醸成
▽災害時の要援護者の避難支援について、

地域で話し合ってみてください。

● A自治会の取り組み
▽自治会内で自主防災組織のため､様々な情報

を毎年収集

▽年1回の避難訓練時にｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

日頃のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝでお互いを知ろう!

清掃活動、廃品回収、運動会、お祭り、スポーツ大会

など、地域のみんなが参加できるイベント
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完
� 災害時には、「「「「ごごごご近所近所近所近所」」」」の助け合いが何より大切です。

� 災害時に要援護者の避難を、まず支えるのは

「「「「ごごごご近所近所近所近所」」」」の力と言えます。

「いざという時」、スムーズな避難ができるよう、

災害時要援護者登録災害時要援護者登録災害時要援護者登録災害時要援護者登録へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めますめますめますめます。


